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                         平成 19 年１０月９日 

 

白馬村 村長 

太田 紘煕 殿 

 

                白馬村新ごみ処理施設を考える連絡協議会 

                  会長 宮田 温巳 

 

 

「地区住民懇談会」は、ごみ問題の説明会だったのか 

－公開質問状－ 

 

（経過の確認） 

7月30日、私どもは突然予定された「地区住民懇談会」について、貴殿に対

し、そのありようをめぐる５項目からなる異議申し立てを行ない、その是正を

含めた回答を求めました。 

その内容と８月６日付けの回答は、概ね以下のような内容でした。 

１）懇談会の目的は？ 

→公約の「身近な村政創出」実現の第一歩と考えている。  

２）なぜ広報などで伝えないのか？ 

→月1回の広報紙では周知が間に合わなかったり不十分である考え、防災無線に

よる声の広報を行っている。 

３）「無所属」の住民にはどう対応するのか？ 

→該当する居住区の住民であれは参加できる旨の広報を行っています。また、

行政区未加入住者を対象にした懇談会も必要かと考える。 

４）懇談会はゴミ問題の説明会か？懇談会がゴミ問題の説明会にすりかえられ

ています。 

→懇談会の話題として当然今までの経過説明は必要であるとの考えで、担当課

長等を出席させている。 

５）連合の嶺村氏の発言（懇談会で最初に2・30分ほどごみ問題について村長

が説明すると聞いている）は「作り話」か？  

→全村民が注目しているゴミ処理広域化問題については、懇談会の冒頭に時間

をいただき説明・質疑を受けている。 

 

 その後の８月２４日、私どもは「地区懇談会のありようについて－再び抗議
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する－」 の文書を貴殿に届けました。その要点は以下のようなものです。 

１）今回の地区懇談会は、「ゴミ問題の説明会ではない」と言い続けていなが

ら実態は説明会です。この二枚舌はいかにも不誠実です。 

２）村長は7月14日議員に向けて、「今回の地区懇談会はゴミ問題の説明会で

はない」と宣言したことになっています。実態といちじるしく矛盾します。  

３）立の間地区懇談会の記録によれば、「広域ごみ処理計画について」と題し

て松沢住民課長が「行政側からの報告事項」に続いて話しています。懇談会の

ほぼ冒頭でのこの説明は、ゴミ問題の説明会ではないと言い張った窪田副村長

の説明といちじるしく矛盾します。  

４）7月20日の署名簿提出の際に、村長が「ゴミ問題の経過説明をするのは当

然」と述べたのは事実です。語るに落ちるとはこういうことです。私どもは、

村長がゴミ問題を取り上げるつもりでいることがこれではっきりしたと考えて

いました。この村長の言葉どおり、会場から質問があればそれに答えるという

当初の説明とは裏腹に、のっけから（住民課長が）ゴミ問題を取り上げたのは、

議員や私どもに説明していたことといちじるしく矛盾します。 

５）行政が説明会を企画しそこで何を話そうと、それは行政の専権事項だと主

張なさるのなら、それは日ごろ「住民との協働」を主張する村長の主張といち

じるしく矛盾します。まして全村民の関心事であるゴミ問題です。ゴミ問題に

関わる説明を含む会合なら、その会合の目的を当初から明示することはもちろ

んのこと、そのあり方について私どもにボールを投げていただく必要があった

と考えています。村長の身勝手な手法は、著しく説得性を欠きます。  

私どもは、村長の今回の乱暴で不誠実な手法は、単に地区懇談にとどまらず村

政全般に及んでいると考えています。 

 

最後に、本年第３回議会（９月２６日）の一般質問での小林英雄議員の質問

に対する村長答弁について触れます。 

貴殿は、「地区住民懇談会では賛否を問うようなことはしなかったが、賛成意

見、反対意見が自由に出されて有意義な議論が出来た。」と述べる一方で、「ご

みはどうしても発生するものであり施設は必要である。排気ガスも現在の施設

より数段良くなることを考えると早く造るべきである。遠いところに造ると運

搬が不便であるから白馬には必要であるなど、賛成の意見も沢山ありました。」

（大糸タイムスでも報道）、「反対署名をしたが、説明を聞いて理解が出来た。

今まで誤解をしていたとのご意見もあり、説明不足であるとの感触を得まし

た。」など、地区懇談会に依拠したと思われる答弁を多々行ないました。 
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（質問事項） 

以下の質問に、一週間をめどにお答え下さい。よろしくお願いいたします。 

 

１． 地区住民懇談会が、「ゴミ問題の説明会ではなかった」との認識は今も変

わりませんか？ 

２． もし変わらないのなら、ゴミ問題を論じた議会という公な場でその内容

や多寡に触れる発言は控えるべきだったと思いますが、いかがですか。 

３． 議会の場で、地区住民懇談会についてあそこまで触れたからには、各地

区の会議録をすべて公開し、その全貌を明らかにする責任があると思い

ますがいかがですか。 

４． 某新聞社の記者の話に拠れば、村長に「賛成の住民に取材したいので、

そうした団体か個人を教えて欲しい」とお願いしたら、村長は「知らな

い」と答えたそうですが、議会発言であげている賛成意見のニュースソ

ースは地区住民懇談会で得たものですか。 

５． 私どもは公開シンポジウムや討論会を検討中ですが、貴殿に要望したら、

誤解していたという住民や、賛成の団体や個人をご紹介いただけますか。 

 

以上 


